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要 旨

前 回 では 、主 に北 フラ ソス にお け る成 立期(1070年 一1180年)の 中世 都市 コ ミュー ソ運 動 につ いて 、一

＼般的な事柄 と全体的な特徴を理解す る素材とするために5都 市の個別都市の成立状況を検討 した
。本稿 で

は、引きつづいて、個別都市の成立状況の うち、ラソLaonの 場合を詳述 した。先ず、 コミューソ前史

からは じめて、次いで、 コミュー ソ史を三つの段階に分けて考察 した。後者については、重要な同時代史

料 を主 に用いて、分析 した。 これ らの記述を通 じて、成立期の中世都市 コミューソ運動が、平和運動の基

調の下に展開 していくことを、ラソの場合においても明 らかにした。

(II)個 別 都 市 の 成 立 状 況

前 回 に 、 個 別 都 市 の成 立 状 況 と して5都 市 を取 りあ げ た の で 、 今 回 は ラ ソ の コ ミ ュー ソ史 に

つ い て 詳 述 した い と思 う。

⑥ ラ ンの コ ミュー ン

(a)前 史1)

(1)3世 紀 か ら8世 紀 まで の ラ ン

先 ず 、3世 紀 か ら8世 紀 ま で の ラ ソに つ い て 考 え た い。

ラ ソは 、 典 型 的 な城 砦 都 市 と して ケ ル ト人 の レー ム族Remesの 集 落 で あ り充 分 に 重 要 な

中 心 地 で あ った 。 何 故 な ら、 ラ ソは平 野 の 真 中 で 長 方 形 状 の か な りけ わ しい丘 陵 地 に位 置 して

い た か らで あ る。 明 るい 山 を意 味 す るケ ル ト語 で あ るル グ ドゥー ヌ ムLugdunum、 あ るい は

ラ ウ ドゥー ヌ ムLaudunumの 名 は 、 そ の事 実 を よ く表 わ して い る。 前 者 は 、530年 頃 お よ び

6世 紀 に 作 成 され た 二 つ の資 料 に お い て も言 及 され て い る2)。時 代 は遡 るが 、3世 紀 末 に 、 ラ

ソは 囲壁 で と りまか れ 、 カ ス トル ムcastrumに な った 。

キ リス ト教 伝 導 の は じま りは 、 よ く知 られ て い な い が、 初 期 の キ リス ト教 徒 達 は、 先 ず ラ ソ

の 周 辺 部 の うちで 、 そ して オ ア ー ズ川 の谷 間 で 現 れ た と考 え られ る。 キ リス ト教 の流 布 は 、 こ

れ も資料 が 欠落 して い るの だ が 、4世 紀 と5世 紀 に お い て 徐 々 に進 展 して い った 模 様 で あ る3)。
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4世 紀 と5世 紀 の 間 、 諸 資 料 は全 く この都 市 に つ い て言 及 しな い4)。即 ち 、 そ の 名 が新 し く

引 用 さ れ るの は フ ラ ソ ク王 国 初 代 の 王 ク ロ ヴ ィス(481年 一511年)の 統 治 か らにす ぎな い 。 ラ

ソ ス の ヒ ソ クマ ルHincmardeReimsと フ ロ ドア ー ルFlodoardの 諸 資 料 に基 づ け ば 、 ラ

ソ司 教 領 の設 立 を 聖 ル ミRemiに 負 っ て い る と い う こ とに な る が 、 そ の 司 教 領 の起 源 は 、 ク

ロ ヴ ィ ス の死 に続 く分 割 に結 び つ く。

実 際 に 、511年 に 、 こ の王 の 死 で ベ ル ギ カ第 二 州 は 全 く分 割 さ れ た 。 ラ ソ は 、 司 教 座 に な っ

た が 、 ラ ソ ス司 教 区 か ら引 きは な され 、 ク ロテ ー ルClotaire1世 の下 に帰 属 した 。

ラ ソの カ ス トル ム か らキ ヴ ィ タス の 地 位 まで の 昇格 は 、秩 序 や 政 治 的 均 衡 の諸 理 由 と同程 度

に、 宗 教 的 な諸 原 因 に 負 うて い る。

そ の在 位 が 確 実 で あ る最 初 の ラ ソ司 教 は 、 ゲ ソ ノバ ウ ドゥスGennobaudusで あ る。 彼 は

そ の司 教 職 へ の登 位 の前 に 、 聖 ル ミの 姪 を め と った 。 ガ ロ ・ロー マ 期 の セ ナ トー ル貴 族 の家 系

と の この 同盟 は 、彼 の貴 族 的 な 起 源 を 推 測 させ る。 ゲ ソ ノバ ウ ドゥス に関 す る年 代 的 な唯0の

確 実 な事 実 は 、549年 に オ ル レ ア ソ教 会 会 議 に 出 席 して い る こ とで あ る。 しか し、 彼 は 老 齢 の

た め、 彼 の 副 司教 メ ド ゥル フ スMedulfusを 代 表 者 に任 じた 。 ラ ソ司 教 領 の創 設 の 日付 を511

年 の頃 と と るに して も、 この 司 教 が 、 ク ロ ヴ ィ スに よ るガ リア征 服 以 前 に生 ま れ て い た こ とは

確 実 で あ る。486年 に、 彼 が フ ラ ソ ク族 と共 に来 た と して も、彼 は異 教 徒 で あ り、 多 分 ク ロ ヴ ィ

ス と共 に 、後 に しか 改 宗 しな か った 。 と もか く、 聖 ル ミとの 同 盟 に よ る ラ ソ司教 区 の トップへ

の彼 の 出現 は 、考 古 学 や地 名 研 究 の 成 果 も あ って 、 ゲ ル マ ソ的 そ して ガ ロ ・ロー マ的 な 諸 要 素

の融 合 へ の傾 向 を確 認 させ る。

ゲ ソ ノバ ウ ドゥス は 、550年 頃 の9月5日 に 死 去 した と推 定 され る。 後 継 司 教 は 、 彼 の 息 子

の ラ トロLatroで あ った 。 次 の司 教 達 と して 、 ゴ ソ ド ゥル フスGondulfus、 エ ブ レ リソ ド ゥ

スEbrelindus、 リゴベ ー ルRigobertが 来 る。 第6代 目の 司 教 カ ニ ョア ル ドCagnoaldは 有

名 で 、 ア ウ ス トラ シ ア の 王 テ オ ド ゥベ ー ルTheodebert2世 の側 近 者 で あ る ア ニ ェ リ ッ クA-

gnericの 息 で あ る。 彼 の 兄 弟姉 妹 は 、 モ ーMeaux司 教 や フ ァル ム テ ィエFaremoutiers修

道 院 の創 設 者 で あ っ た 。 彼 は633年 に 死 去 した。 彼 の後 継 者 は 、 ラ ソス 司教 の 兄 弟 ア トラA-

ttolaで あ った 。 ア トラは 、634年3月21日 、 カ ソ ブ レー 司教 聖 オ ベ ー ルAubertの 叙 階 司 教

達 の 一 人 で あ り、 ス タ ヴ ロStavelotと マ ル メデ ィMalmedyを 本 拠 とす る修 道 院 設 立 文 書

に 、648年 に署 名 した 。 以 下 、 ヴ ュル フ ァ ド ゥスVulfadus、 ペ レグ リヌ ゥスPeregrinus、 ゲ

ル ラル ド ゥスGerardus、 セ ル ル フ ユ スSerulfusと 司 教 が 続 く。 第12代 目の 司 教 は マ デ ル ガ

リ ウスMadelgariusで あ り、692年 に シ ャ ロ ソ司教 の特 権 に 署 名 して い る。 彼 は 、713年 に ロ

ブLobbes大 修 道 院 長 で あ る聖 エ ル ムErmeを 歓 待 した 。 彼 の 後 継 者 達 と して 、 カ ロ リソ グ

時 代 が は じま る まで 、 大 体 次 の諸 司教 が続 く。 即 ち 、 シ グ ロア ル ドゥスSigloaldus、 ベル テ ィ

フ リイ ドゥ スBertifridus、 マ デ ル ヴ ィ ヌ ゥスMadelvinusで あ る5)。

561年 に於 け る ク ロテ ー ル1世 の 死 で 、 ラソ の シ テ は 、 ソ ア ソ ソ の 王 国 か ら引 き離 され て 、

ア ウ ス トラ シ ア の王 シ ジ ュベ ー ルSigebert1世 に 帰 属 させ られ た。7～8世 紀 を通 じて 、 ラ

ソの シテ は 戦 略 上 の 重 要 性 を 多 くの戦 争 の うち に あ っ て保 持 し続 け る。

この 囲 壁 内 に建 立 さ れ た主 な大 建 造 物 は 、 カ テ ドラル と司教 館 で あ った 。 前 者 は 、 ラ ソ の最

初 の 教 会 で は な か っ た よ うで あ る。 最 初 の キ リス ト教 徒 の聖 所 は 、 シテ の 少 し外 部 、 墓 地 近 く

に建 て られ た様 子 で 、 そ こで は 、 キ リス ト教徒 を埋 め る始 源 的 な慣 習 が 生 き残 って い た と い わ

れ る。 ス ブ ウル ビ ウム 内 に は 、 シテ の 墓 地 が拡 が って い た わ け で 、 こ こに は い くらか の住 民 達

が い た 。 ノ ー トル ・ダム教 会 は 、 ラ ソが 司 教座 にな った 時 、6世 紀 の は じめ に カ テ ドラル に昇

格 さ せ られ た。 ア ル ク ィ ソAlcuinの 詩 に よれ ば 、 ラ ソの ノ ー トル ・ダ ム教 会 は 、8世 紀 末
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か あ るい は9世 紀 の は じめ に 破壊 され 、 司 教 ゲル フ リ ド ゥスGerfridusに よ って 再 建 され た 。

司教 館 の方 は 、 ガ ロ ・ロー マ 期 の公 共 建 造 物 を つ い だ よ うで あ る6)。

6世 紀 以後 、 貨 幣 鋳 造 所 の 出現 が、 シ テ 内 で検 証 され 、 ラ ソで 鋳 造 され た 三 分 の 一 ス ー金 貨

は、 現 存 して い る7)。

ラ ソの パ グ スpagusは 、7世 紀 後 半 以 後 、664年 に お け る聖 ア マ ソAmandに 対 す る シ ィ

ル デ リ ックChilderic2世 に よ る バ リジ ・ゾ ・ボ アBarisis‐aux‐Boisの 寄 進 の うち に 引 用

され るが 、 しか し、確 実 に知 られ る ラ ソの最 初 の 伯 は 、 一 世 紀 ほ ど後 に しか 史料 に 現 わ れ な い。

即 ち、749年 に 、 ピ ピ ソ短 躯 王 は ラ ソ伯 カ リベ ー ルCaribertの 娘 ベ ル トBertheと 結 婚 した。

こ の カ リベ ー ル は 、 プ リュ ム修 道 院 の た め を計 っ て 、 彼 の 母 ベ ル トラ ドBertradeか あ るい は

ベ ル トの特 許 状 の うち に 、 た だ し ラ ソ伯 の称 号 を 帯 び ず に 、721年 に 再 び言 及 され る。 宮 殿 の

主 人 ピ ピ ソ短 躯 王 と彼 の 娘 の 結 婚 は、 カ リベ ール が第 一 級 の 人 物 で あ っ た こ とを推 定 させ る。

664年 の シ ィル デ リッ ク の特 許 状 の宛 先 と され た 伯 ベ ル テ ユ ア ソBertuinは 、3年 後 に 、 聖

アマ ソに よ って 新 造 さ れ た バ リ ジBarisisの 修 道 院 の 寄 進 に署 名 して い るが 、 ラ ソの 伯 で あ っ

た か 、 また はそ の バ リジが属 して い る他 の伯 領 の 称 号 を持 つ 人物 で あ っ た の か ど うか は 不 明 で

あ る8)。

(2)カ ロ リング 朝 時 代 に お け る ラ ン

これ まで 主 と して8世 紀 ま で の ラ ソに つ い て 考 えて きた の で 、 次 に カ ロ リ ソ グ朝 時 代 に お け

る ラ ソに つ い て 述 べ た い と思 う◎

最 初 に述 べ な け れ ば な らな い の は 、 ラ ソ と国 王 と の密 接 な 関係 で あ り、 ラ ソは特 に10世 紀 に

は 、 フ ラ ソ スの 首都 の観 を呈 した 。 ラ ソに お け る国 王 の滞 在 は 、9世 紀 で は あ ま りな く、 シ ャ

ル ル マ ー ニ ュ な どは 、 エ ッ ク ス ・ラ ・シ ャペ ル に しば しば 滞 在 し、 シ ャ ル ル 禿 頭 王Charles

leChauveは キ エ ル ジ ー か 、 コ ソ ピ エー ニ ュに お い て で あ っ た。 しか し、 ラ ソ に対 す る カ ロ

リ ソ グ朝 諸 王 の 関 心 は 、 次 第 に 高 ま り、888年 頃 に な る とそ れ は 明 白 とな る。 そ の3年 の 紛 争

後 、 シ ャル ル 単 純 王CharlesleSimpleは 、 ウー ドEudesに 対 して 国 王 の 称 号 を 放 棄 した が、

前 者 は898年 に王 冠 を再 び に ぎ り、 ラソ に しば しば や って 来 た9)。 国王 等 が ラ ソに滞 在 したの は 、

ロ ー マ起 源 の 囲壁 が 、 こ の シ テ を避 難 所 と して 第 一 級 の重 要 性 を もつ 軍 事 的 拠 点 と して きた か

らで あ る10)。強 力 な安 全 の 場 所 で あ る ラ ソは、 そ こを 避 難 所 と した ロテ ー ルLothaire(954年

一986年)の 主 な 居 住 地 と な り、 ラ ソは 、 当時 、 国 王 権 力 の 中 心 地 とな る。 しか し、10世 紀 に

お いて 当市 は 、多 数 の 占領 が く りか え され る。 ロテ ー ル の兄 弟 で あ る シ ャル ル ・ ド ・ロ レー ヌ

CharlesdeLorraineは 、 メ ッ ス司 教 に よ って 、987年 に ラ ソで 国 王 と して既 に宣 告 され た

が 、 ユ ー グ ・カ ペ ー の 王 冠 へ の選 出後 、 当市 を 占 領 した 。 カ ロ リ ソ グ期 の 主 要 な 居 住 地 の あ る

じに もど っ て 、 シ ャル ル ・ ド ・ロ レー ヌ は 、 か な り戦 略 的 に重 要 な強 固 な地 を 確 保 し、 家 族 の

安 寧 を要 求 し、 ル イ5世 の 後 継 者 と して 再 び姿 を表 わ す 。 ユ ー グ ・カ ペ ー は 、991年 に お いて

しか 、 当 市 を再 占領 しな か った11)。

ラ ソに お け る国 王 の 宮 殿palatiumに つ い て若 干 述 べ て お きた い 。 即 ち、 国 王 の 居 住 地 を

言 及 す る最 初 の文 書 は 、921年1月5日 に遡 る シ ャル ル単 純 王 の 特許 状 で あ る。 国 王 の宮 殿 は 、

サ ソ ・ジ ャソ修 道 院 の 防禦 さ れ た囲壁 内 に あ った よ うで あ る。 後 に 、 ル イ6世 もこ のサ ソ ・ジ ャ

ソ修 道 院 の 内部 に滞 在 した し、 ル イ7世 の統 治 ま で 、 諸 王 は こ の修 道 院 の うち に 、 宿 所 と代 理

の権 利 を持 って い た。9世 紀 の は じめ に 、 この 女 子 修 道 院 長 は 、 ル イ 敬13C王LouislePieux

の娘 イ ル ドガ ル ドHildegardeで あ り、10世 紀 に お い て この 修 道 院 は 、 そ の長 に 寡 婦 資 産 と

して こ こを所 有 した 王 妃 の オ ジ ィブOgiveと ジ ェ ル ベ ル ジ ュGerbergeを もつ 。 そ れ 故 に、

国 王 は ラ ソに来 た時 、 自分 の 妻 の許 で 暮 ら した。 この修 道 院 は、 カ ロ リソ グ朝 諸 王 の 手 中 に あ
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り、1128年 で のル イ6世 の特 許 状 が確 認 す る よ うに、 再 び 国王 の修 道 院 と して 長 い間 と ど ま っ

た。 諸 王 は、 よ りそ の西 部 に新 しい宮 殿 を きず い た ル イ7世 の統 治 ま で 、 この サ ソ ・ジ ャ ソ に

滞 在 す る権 利 を も った12)。と こ ろで 、 カ ロ リソ グ朝 諸 王 は 、 ラ ソ市 以 外 に、 ラ ソ地 方 内 に、 多

くの宮 殿 を所 有 した。 即 ち 、 サ ム シ イSamoussy,ス ル ヴ ェServais、 コル ベ ニ ィCorbeny

にお い て で あ る13)。サ ム シ イにつ い て は 、 ラ ソ地 方 の国 庫 と して注 目 され 、 ラ ソ か ら8キ ロメ ー

トル の と ころ に あ る農 村 で あ る。 ピ ピ ソ短 躯 王 は この ヴ ィ ラ内 で766年 に ク リス マ スを 祝 い 、

彼 の死 後 、 カ ル ロマ ソCarlomanの 手 中 に わ た っ た。774年 に シ ャル ル マ ー ニ ュ、 次 い で816

年 と830年 に ル イ 敬/3C王 が 、 特 許 状 を そ こに与 え て い る。 シ ャル ル禿 頭 王 は 、841年 に姉 を こ こ

で歓 迎 し、846年 に フ ォ セFosses修 道 院 に対 す る特 許 状 の 件 で サ ム シ イに幾 度 も きた 。867年

5月20日 、 彼 は 、 教 皇 の書 簡 をた ず さえ て い た サ ソス 大 司 教 エ ジ ロ ソEgilonに こ こで会 い 、

876年11月 の 末 に こ こで 政 治 会 議 を 開 い た。 又 、 彼 は 、877年5月5日 、 コソ ピエ ー ニ ュ の ノー

トル ・ダ ム修 道 院 に 、 サ ム シ イの多 くの 国庫 の 十 分 の 一税 の3分 の2を 譲 渡 した。 な お、 更 に、

カ ロ リソ グ朝 諸 王 は 、 国庫 と して 、 ラ ソ の近 くの ブ リュ イ エ ー ルBruyeresに 諸 財 産 を持 っ

て い た14)6

次 に 、 カ ロ リ ソ グ期 以 降 の ラ ソの 司 教 に つ い て 述 べ た い 。 カ ロ リ ソ グ朝 は751年 か らは じ ま

るが 、 第16代 目の 司教 は 、748年5月1日 に 遡 る教 皇 の 書 簡 の宛 先 人 の 中 に姿 を 表 わす ジ ェ ヌ

ボーGenebaud2世 で あ る。 彼 は 、762年 に プ リュ ム修 道 院 の た め の ピ ピ ソ短 躯 王 の法 令 に

署 名 し、765年 の アテ ィニ ィAttignyの 集 会 に 参加 した。 この 司教 の 後 、 ベ ル ニ コBernico、

次 い で798年 一799年 に サ ソ ・リキ エ修 道 院 の聖 遺 物 の奉 献 に参 加 した前 述 の ゲ ル フ リ ド ゥスが

来 る。 彼 らの後 継 者 達 は 、 ウ エ ニ ロWenilo、 次 い で ノ ア イ ヨ ソの 教 会 会 議 に814年 に参 加 し

た オ ス トロル ドゥスOstroldusで あ る。 ラ ソ の 司教 座 は 、835年 に 聖 カ ソ タ ソの 聖 遺 物 の 移

転 に 参 加 し、845年 の ボ ー ヴ ェの 教 会 会 議 に 出席 した シ モ ソSimonへ と続 く。 彼 は 、846年 、

コル ビー 大 修 道 院 の 有 利 に な る特 許 状 に署 名 し、 少 し後 に、 パ リの教 会 会議 に 出 席 した 。 シ モ

ソの 後 継 者 は 、849年 に キ エル ジー の 教 会 会 議 の 法 令 の 中 に 司 教 と して は じめ て 言 及 され た パ

ル デ ュー ルParduleで あ る。853年 に、 彼 は 、 ソ ア ソソ 、 キ エ ル ジ ー 、 ヴ ェル ベ リVerberie

の 諸 会 議 に参 加 した 。 パル デ ュー ル は 、幾 度 もの 外 交 使 節 と して彼 を用 い た シ ャル ル 禿 頭 王 の

宮 廷 の 有 力 者 で あ り、 ラ ソス の ヒ ソ クマ ル と も親 しい間 柄 に あ っ た。 第23代 目は 、 ヒ ソ クマ ル

で あ り、 彼 の お じで あ る首 都 大 司教 の ラ ソ ス大 司 教 ヒソ クマ ル との争 い の た め に よ く知 られ て

い る。彼 は、859年 に メ ッス の教 会 会議 に 出席 し、869年4月24日 に、 ラ ソス の ヒ ソクマ ル に よ っ

て 主 宰 さ れ た ヴ ェル ベ リで の 教 会 会 議 に 出 席 した。 彼 は 、 晩 年 、 失 意 の 人 で あ った が、876年

3月 に、 新 司教 ヘ デ ヌル フ スHedenulfusが 指 名 され た 。 彼 は 、878年 頃 に聖 女 ヴ ノ ア ッ トの

聖 遺 物 の移 転 に取 りか か り、 カ ソ ブ レー 司 教 の選 出 の 時 で あ る879年 に 教 皇 に対 す る訪 問 者 と

して指 名 され た 。 彼 の後 継 者 デ ィ ドソDidonは 、892年 に ノ ア イ ヨ ソ司 教 エ デ ィ ロ ソHedilon

の書 簡 を受 け と り、893年 に ラソ ス教 会 会 議 に 参加 し、895年12月14日 に 死 去 した。 デ ィ ドソ の

死後 、 ラ ウルRaou11世 が 継 い だ。900年 に 、 彼 は 、 ラ ソ ス大 司 教 フル クFoulquesの 暗 殺

者 達 を破 門 に した ラ ソ ス教 会 会 議 に い た 。 彼 の 名前 は 、905年 の シ ャル ル 単 純 王 の 特 許 状 の 中

に姿 を あ らわ す が 、921年 に職 を ゆ ず った 。 そ の 後 継 者 ア ロー ムAlleaumeは 、 ラ ソ ス大 司 教

スー ル フSeulfeに よ っ て923年 に 召 集 され た地 方 会 議 に 出 席 した。 国 王 ラ ウル は 、 ラ ソ の サ

ソ ・ヴ ァ ソサ ソSaint-Vincentで の12人 の 教 会 参 事 会 員 を彼 が つ か せ る よ うに した。930年

に継 い だ ア ロー ム の甥 ゴ ズベ ー ルGozbertは 、 数 年 しかそ の 司 教 区 を指 揮 しな か った 。 次 の

司 教 は ア ソゲ ラ ソEnguerrandで 、936年 頃 に死 去 した。 次 い で 、 ラ ソ司 教 座 教 会 は 、 ラ ウ

ル2世 に ゆ だ ね られ た。948年 に 、 彼 は トレー ヴTreves教 会 会 議 に 出席 し、 少 し後 に 死去 し
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た。 彼 の 後 継 者 で ル イ4世 の 義 理 の 兄 弟 で あ った ロ リ コ ソRoriconは 、949年 に選 出 され た 。

961年 に 、 この 司 教 は、 サ ソ ・ヴ ノア ・シ ュル ・ロア ー ルSaint-Ben(免 一sur--Loireの 修 道 士 達

を こ こに 来 させ て 、 サ ソ ・ヴ ァ ソサ ソ修 道 院 を 復 興 した 。 彼 は、976年 に職 を ゆ ず った 。 彼 の

後 継 者 は 、978年6月 に サ ソ ・ヴ ァ ソサ ソに 特 許 状 を与 え 、987年 に 、 シ ャル ル ・ ド ・ロ レー ヌ

に対 抗 して 、 ユ ー グ ・カ ペ ー に加 担 した ア ダル ベ ロ ソAdalberonで あ る15)。1104年 以 後 、 ラ

ソ司教 管 区 に属 した ノ ジ ャ ソ修 道 院 長 で あ っ た ギ ベ ー ル は 、 有 名 な彼 の 『回 想 録 』 で こ の ア ダ

ル ベ ロ ソに つ い て記 して い る。 ギベ ー ル は 、 「ラ ソ市 に お け るす べ て の不 幸 の起 源 は 司 教 達 の

堕 落 か ら生 じた16)」と述 べ 、 以 下 コ ミュ ー ソ運 動 期 の 司 教 ゴー ドリGaudryの 頽 廃 に い た る

ま で の諸 司教 の失 政 に つ い て 書 い て い る。 そ の 冒 頭 に 司 教 ア ダ ル ベ ロ ソに つ い て 述 べ 、 彼 は ロ

レー ヌ生 ま れ で豊 か な 土地 と財 産 を持 っ て い た が 、 そ れ らす べて を売 り払 って 巨 額 の 金 を 自己

の統 轄 す る司教 区 に もた ら した と一 定 の評 価 を ギ ベ ー ル は 与 え て い る。 しか しな が ら、 ギ ベ ー

ル は 、 ア ダル ベ ロ ソの 失 政 と して 、 彼 が忠 誠 を誓 って い た 自分 の主 君 で あ る少 年 王 シ ャ ル ル ・

ド ・ロ レー ヌを裏 切 って 、 ユ ー グ ・カ ペ ー た荷 担 した こ と を あ げ る。 この 司 教 は 、 カ ペ ー朝 誕

生 の 中心 人物 の0人 と して の 役 割 を果 たす が 、 ギ ベ ー ル の 言 及 は、 あ くま で も彼 自身 の 立 場 か

ら きて い るの で あ って 、 筆 者 と して は、 ユ ー グ ・カペ ー 側 に ア ダル ベ ロ ソが た った こ と は彼 の

失 政 とは考 え が た い 。 失 政 と い うよ り も、 む し ろ上 述 して きた よ うに ラ ソが 国 王 との 関 係 を密

に して 、 発 展 の一 つ の 契 機 を つ か ん だ と考 え る。 な お 、 ア ダ ル ベ ロ ソは977年 か ら1030年 あ る

い は そ れ 以 後 まで ラ ソの 司 教 で あ っ た。

853年 に ノル マ ソ人 達 に よ っ て攻 撃 され た ガ ソの 修 道 院 の修 道 士 達 が 、 最 も貴 重 な 彼 らの 聖

遺 物 を た ず さ え て逃 れ て き、881年 に聖 カ ソ タ ソの 遺 体 が保 護 され た の も ラ ソの シ テ に お い て

で あ る。882年 に 、 ノ ル マ ソ人 達 が ア ミア ソ と ノア イ ヨ ソか らや っ て来 て 、 ラ ソの シ テ の 周 辺

部 を 攻 略 し、 サ ソ ・ヴ ァ ソ サ ソ と イ レー ルHilaireの 大 修 道 院 を襲 った が 、 しか し、 この 都

市 を 占領 す る こ とは 出 来 なか っ た17)。

9世 紀 に お い て 、 ラ ソ の シ テ 内 で市 場 が あ った 。 こ の市 場 は 、 副 次 的 な経 済 的 重 要 性 しか も

た な か った18)よ うで あ る。 しか しな が ら、 史 料 的 に制 約 が あ るだ ろ うが 、 この市 場 に つ いて は

更 に 一 層 の 探 求 が 必 要 で あ る と思 う。 キ ベ ー ル ・ ド ・ノ ジ ャ ソ もそ の 第7章 で こ の市 場 に つ い

て 、 「土 曜 日に、 農 民 た ち が 、 市 場 を 目 ざ して ラ ソ市 ま で さ ま ざ ま な農 村 か らや って 来 た19)」

と して週 市 が 開 か れ て い た こ と を述 べ て い る。

9世 紀 の 間 、 国 王 の貨 幣 鋳 造 所 は 、 ラ ソで 活 動 して い た。 シ ャル ル 禿 頭 王 、 ル イ2世 、 ル イ

3世 、 ウー ド、 ラ ウル の 各 王 が諸 貨 幣 を鋳 造 させ た。 ラ ソの カ ロ リソ グ期 の諸 貨 幣 は、 ドイ ツ、

低地 地 方 、 イ ギ リス等 の充 分 遠 い と ころ で 発 見 され て い る が 、2世 紀 半 の 間 で た だ12箇 しか な

く、 貨 幣 流 通 の 実 態 に つ いて は不 明 で あ る。 しか しな が ら、 フラ ソ クの 全 時 代 を通 じて ラ ソで

貨 幣鋳 造 所 が あ った とい う ことは 、 商 業 に有 利 に働 い た に ちが い な い20)。ギ ベ ール ・ド ・ノ ジ ャ

ソ も この シ テ内 の 貨 幣 鋳 造 所 に つ い て ふ れ 、 そ こで の0種 の鋳 貨 改悪 に つ い て 、 「ロ ー マ期 の

囲 壁 内 で鋳 造 され た 当市 の 由緒 あ る貨 幣 は とて も尊 重 され て きた の に 、 どん な戦 争 も ど ん な略

奪 も どん な焼 打 ち も これ 以 上 に は 当 司教 区 を 決 して 傷 つ け は しな か っ た21)」とな げ い て い る。

ラ ソ伯 カ リベ ー ル 後 、 約 一 世 紀 の間 、 ラ ソ諸 伯 に つ い て は不 明 で あ る。867年 に 、 シ ャル ル

禿 頭 王 は 、 サ ソ ・ ドニ の修 道 士 達 に 、 ア ロー ムAlleaumeな る人 物 に よ って 所 有 され て い た

2教 会 と共 に 、 ラ ソ伯 領 所 在 の シ ャ ウル スChaourseの ヴ ィ ラvillaを 与 え た 。 そ れ 故 に、

ア ロー ムは 、 ラ ソ伯 領 の頭 に い た こ とは 間違 い な く、 彼 は ラ ソ伯 で あ った と言 って よ い で あ ろ

う。 そ して 、 ラ ソ司 教 ア ロー ムは 、 彼 の 家 系 の0員 で あ っ た よ うで あ る。 伯 ア ロー ム は 、870

年 に エ クスAixの 条 約 に署 名 し、877年 に も引 用 され 、879年 以 後 に 死 去 した。 彼 の 死 去 で 、
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彼 の息 ゴー テ ィエGautierが 継 い だ が 、 しか し、 国王 ウー ドは ゴー テ ィ エか ら彼 の 伯領 を奪 っ

た。 この 後 、 また 、 約30年 の間 、 ラ ソ伯 に つ い て 不 明で あ る。923年 に 、 ラ ソ伯 ロ ジ ェRoger

1世 は、 ソア ソ ソの 戦 闘 に加 わ っ た。 同 年 に国 王 に 選 ば れ た ラ ウル は、 ロ ジ ェ1世 の手 助 けで 、

ラ ソに入 市 す る。 ロ ジ ェ1世 は 、 シ ャル ル 単 純 王 か ら伯 領 を受 け取 った よ うで あ り、彼 が 同盟

して い た国 王 ラ ウル の選 出後 そ れ を維 持 した 。926年 の ロジ ェ1世 の 死 去 で 、 ラ ウル は 、 ロ ジ ェ

1世 の息 ロ ジ ェ2世 に ラ ソ の伯 領 を ま か せ た 。928年 に ヴ ェル マ ソ ドア の エ ル ベ ー ル2世 は 、

ラ ソ を 占 領 し、 彼 の 息 ウー ドに そ の 伯 領 を与 え た 。931年 に 、 ラ ウル は ロ ジ ェ2世 に ドゥエ

Douai伯 領 を 確 認 して 、 ラ ソ を再 占領 す る の に 助 力 した ユ ー グ ・ル ・グ ラ ソHuguesle

Grandに 報 償 と して 、 ラ ソ伯 領 を 譲 渡 した 。 次 の伯 と して 正 確 には 留 保 しな け れ ば な らな い が

ウー ドが 来 、 つ づ い て こ れ も不 正 確 だ が ア ル ノ ル ドArnoldが 登 場 す る。 ロ ジ ェ2世 は 、 国

王ル イ4世 に接 近 し、 この国 王 は ラ ソに再 来 し、裏 切 りの とが で、 アル ノル ドを滅 ぼ し、 ロ ジ ェ

2世 に ラ ソ伯 領 を確 認 した 。942年 に ロ ジ ェ2世 は 、使 節 と して 国 王 に よ っ て つ か わ さ れ て い

た ギ ヨー ム ・ド ・ノル マ ソデ ィの 宅 で 死 去 した。 これ も不 正 確 だ が 、 ロ ジ ェ2世 の 息 で あ るボ

ル ノ アBolenoisと バ シ イ ニ ーBassignyの 伯 で あ る ユ ー グが 後 継 者 と な っ た模 様 で あ る。

ユ ー グは 、961年 の彼 の 死去 に 際 し、 ロ テ ー ル に ラ ソ伯 領 を 遺 贈 した。 カ ロ リ ソ グ諸 王 の没 落

後 、 ラ ソ伯 領 は ど うな った か。 リシ ェ ルRicherの 証 言 を支 持 す れ ば 、 次 の よ うに な る。 即

ち 、 国 王 ユ ー グ ・カ ペ ー は 、 彼 の登 位 後 あ る い は991年 に 、 シ ャル ル ・ ド ・ロ レー ヌ か ら当 市

を奪 い 返 した 後 、 司 教 ア ダル ベ ロ ソ に ラ ソ伯 領 を与 え た。 しか しな が ら、 多 数 の文 書 が 、 ラ ソ

伯領 は 、 少 くと も法 的 に 、 最 初 の カ ペー 朝 諸 王 の財 産 で あ り、 も し司 教 達 が 一.定数 の 国 王 大権

を持 って い た と して も、 そ れ につ い て 奪 うた め に10世 紀 末 の 弱体 で あ った 王 権 の状 態 を 彼 らが

利用 した と い うこ とで あ り、 あ るい は国 王 は彼 らに そ の諸 権 利 を譲 渡 した と い う こ とを証 明 す

る よ うに 思 われ る22)。J・ リュ ス の 上述 した 見 解 や 注 記 した諸 解 釈 を参 考 に す れ ば 、 ラ ソ伯 権

は ユ ー グ ・カペ ー と以 後 の カ ペー 朝 諸 王 が法 的 に は に ぎっ た とい う印 象 を も つ。

(3)11世 紀 に お け るラ ン

コ ミュヲ ソ前 史 の 最 後 に11世 紀 に お け る ラ ソの様 々 な局 面 に つ い て ふ れ て お きた い。

先 ず 、 シ テ内 の 司 教 の 権 力 につ い て で あ る が 、 ア ダル ベ ロ ソが10世 紀 の 末 に 、 ラ ソの最 初 の

司 教 伯 で あ っ た と考 え られ て きた23)が、 そ れ に は異 論 の余 地 が あ る こ と は前 述 の 通 りで あ る。

これ も既 述 した が、 国 王 は、ラ ソの シテ 内 で 国 王 の 諸 権 利 を行 使 す る こ とを や め なか っ た。996

年 と1030年 頃 の間 に、 司 教 ア ダ ル ベ ロ ソが、 彼 の名 前 で貨 幣 を鋳 造 す る と して も、 そ の ド ゥニ

エ貨 は 、 半 ば国 王 の 貨 幣 と して の特 徴 を もつ。 何 故 な ら、0つ の側 で は 当司 教 の胸 像 と、他 の

側 で は 国 王 の 肖像 が きざみ こ まれ て い る か らで あ る。 ギ ベー ル ・ド ・ノ ジ ャ ソの 目に お いて は、

ラ ソ の シ テ は、12世 紀 の は じめ に お い て も、一 つ の 国 王都 市 で あ り続 け た。 そ れ故 に 、 フ ェル

コー トラ ソ も次 の よ うに結 論 す る。 即 ち 、10世 紀 と11世 紀 に お い て 、 ラ ソ諸 司教 は 、 シテ 内 に

伯 領comitatusを 持 た な か っ た24)、と。 しか し、 ラ ソ 司教 は 、11世 紀 に 、 ラ ソ周 辺 地 方 の 伯

領 を獲 得 した。 この伯 領 は 、 シテ の 周 辺部 の う ちに 位 置 して い る17ヶ 所 の村 を含 ん で い た 。

司教 は 、11世 紀 以 来 、 裁 判 権 の行 使 を 司教 代 理vidameに 委 任 した 。 司 教 は 、 彼 に対 して

見 か え り と して 、 い くらか の役 に立 つ 諸 収 入 の 権 利 をゆ ず った 。 司 教 の も うひ と りの 役 人 は 、

司教 の軍 事 的義 務 の執 行 を委 任 され た城 主 で あ った 。 彼 は 、 司 教 の 騎 士 た ち に命 令 し、 司 教 館

等 を 防禦 した。11世 紀 の 後 半 以 後 、 司 教 は 、 諸 役 人 、 貨 幣 鋳 造 人 、 パ ソ製 造 人 、酒 蔵 係 りの よ

うな使 用 人 達 を従 え た25)。

と ころ で 、 ギ ベ ー ル ・ ド ・ノ ジ ャ ソは 、 司 教 ア ダ ル ベ ロ ソに続 い て 、 司教 の 失 政 に つ い て 述

べ て い く。 ア ダル ベ ロ ソの後 に 二 人 の 司 教 の ジ ェ ビ ゥア ソGebuinと リエ トリLietryが 職
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につ くが、次のエ リナソHelmand(1052年 一1098年)は イギ リス国王の宮廷礼拝堂付司祭 と

な り、聖職売買simoniaに よって フラソス王アソリ1世 か らラソ司教職 を手に入れた。そし

てエ リナソは蓄妾を し、欺隔的な諸手段によって、ラソス大司教職に就 くことを求めたが、こ

れらもたいした失政とは筆者には思われない。ギベールも、エリナソが教会の自由を見事に守っ

たりしたとして一定の評価を彼に与えている26)のであるが、この司教は、1071年 の特許状で、

国王フィリップ1世 が毎年、魚屋や肉屋の屋台店に対 して受けとっていた貢租を譲渡された27)。

次に、司教アソゲラソEnguerran(1098年 又は1099年一1104年)が 登位する。ギベールは、 こ

れまた彼の失政を述べる。前代司教エリナソは、上述 したように、国王フィリップから、以前

には王権によってこの司教管区か ら集められていた特定の収入を引き取っていた。司教アソゲ

ラソは、いわば公金であるこの特定収入をば、 自分の聖職売買に当てて しまい、彼の就任時に

すべてを国王フィリップ1世 に戻 した。続いて、ギベールはこの司教のもうひとつの失政をあ

げ る。即 ち、 この司教 は、彼の い とこにあた るア ミアソ伯 ア ソゲ ラソ ・ド・ボブ ス

EnguerrandeBovesと ポルシァソPorcien伯 ロジェRogerの 娘でナミュールNamur伯

ゴ トフロアGodefroyの 妻 との不法な結婚を二人が破門されていたにもかかわらず こっそ り

と赦免 して しまった。 この赦免が原因とも結果ともなって、アミアソ伯とナミュール伯の両者

の間で、はげしい戦争がおこった28)。戦場はラソ市そのものでなかったが、 この司教は、ラソ

市民の反感を買ったと思 う。 この司教アソゲラソは、相当の失政をやって しまったと筆者は考

える。彼の死でラソ司教座は2年 間空 白のままに置かれるが、アミアソ伯アソゲラソは前任司

教の肩書で、次の司教ゴー ドリの選出に一役をはたす。そ して、いよいよコミューソ期をむか

える。

なお、国王の城主あるいはプレヴォは、塔 と国王の宮殿の護衛に任 じられ、キヴィタス内に

住んでいた。その名前は、1110年 においてのみはじめて引用 される29)。

次に、 ラソにおける民衆と土地の状態について考えたい。

11世紀に、シテの世俗の人口は、人頭税の支払いに しば りつけられている一定数の諸個人で

構成されていたようである。後述する1128年 のラソのコミューソ特許状は、シテ内で人頭税民

の出現を喚起させるが、彼らが国王に従属 しているのか、あるいは司教に対 して緊密な隷属の

絆の うちにいるのか不明である。司教の人頭税民が確実に知 られるのは、 もっと後のことであ

る。この後代の場合、人頭税民は、ブルジョアと注意深 く区別され、租税の一定の免除を享受

する。このような事実は、特権を与えられた不自由民達を彼 らに見、10世 紀、そ して11世 紀に

おいてシテを人々で満たした住民達の子孫達として彼 らを考えることが出来そ うである。推測

の域を出ないのであるが、シテの住民達の大部分は、司教の保護下にあるいは多分シテの伯で

ある国王自体の保護下におかれた。彼らがそんな風に獲得 した安全 さは、人頭税の支払いとい

うことのうちにその代替物を見い出す30)。

11世紀におけるラソの経済生活について最後にみておきたい。

11世紀がもたらした相対的な平穏 さのために、都市人口が拡大 した。そのひとつの証拠とし

て、新 しく諸教会が、シテ内やその近 くに建立され、諸礼拝堂が完全に建て直された。 この人

口の増加はシテの経済的発展と軌を一〇に していた。シテは、11世 紀半ば以後においても、既述

した市場を持ったが、この市場は周辺の農民達が、その屋台店で、肉類 ・魚類 ・野菜類 ・果物

類を市民達に売った場所であったと思われる。 フェル コー トラソは以下の様に論 じる。即ち、

この土曜日の週0回 の市場の出現は、シテ内にもはや直接的に土地の諸生産物を自ら生産 しえ

ない人々が出てきたことを認めさせる。ギベール ・ド・ノジャソが彼 らを呼ぶように、これら

のキヴェスcivesあ るいはブルゲソセスburgensesは 、農業経済の絆のうちにもはやたずさ
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わ って い な い よ うで あ る。 彼 らは 商 業 や 高 利 で 金 を貸 す こ とに従 事 す る こ とに よ って 生計 を立

て て い る。 これ らの 「ブル ジ ョア」 は 、 キ ヴ ィ タス 内 の市 場 鋤の 周 辺 に 、 即 ち 、 ラ ソ丘 陵 地 の

東 端 に定 住 した。 同所 に は 、 主 に 司 教 の館 で 職 務 に つ い て い た大 部 分 の貴 族 も住 ん で い た。17

世 紀 まで 、 この0角 は サ ソ ・ピエー ル ・オ ・マ ル シ ェ と呼 ば れ 、 「シ テ の最 も人 の往 来 の多 い、

最 も美 しい」 街 区 を な した。 商 人達 の 大 多 数 は、 囲壁 の西 部 に拡 が っ て い た ス ブ ウル ビ ウム の

うち に住 ん で い た とい われ 、12世 紀 以 後 に は ブ ル グ スburgusと い う用 語 が この 新 集 落 を さ

す よ うに な る が、 商 人 の店 舗 ・市場 の 存 在 等 不 明 な こと が 多 く、18世 紀 に お い て も、 シテ と こ

の プー ル と は地 誌 的 に 明確 に 区 別 され 、 コ ミュ ー ソ期 に お い て も前 者 の諸 活 動 に 重心 が置 か れ

た よ うに思 う。12世 紀 の は じめ に 、 商 人 達 は、 ラ ソに お い て充 分 多 数 と な りsz)、1112年 の 「ラ

ソの 反 乱 コ ミ ュー ソ」 は 、 彼 らを 主 に した運 動 に他 な らな い。

(b)コ ミ ュー ン史33)

成 立 期 の ラ ソの コ ミ ュー ソ史 あ るい は コ ミュ ー ソ運 動 の過 程 に つ い て は 、 三 段 階 、 即 ち 、 三

つ の 期 間 に わ け て検 討 して み る要 が あ る。 第 一 段 階 目は 、1111年 頃 の い わ ば 平和 裡 に 設 立 され

た 最 初 の コ ミ ュー ソの成 立 の過 程 で あ る。 次 の段 階 は 、 司 教 の暴 政 に怒 った 主 と して コ ミュー

ソ市 民 に よる1112年 以後 の コ ミュー ソの反 乱 運 動 に つ いて で あ る。 最 後 の第 三 段 階 は 、 コ ミュー

ソ の反 乱 の弾 圧 に もめ げ ず 、1128年 で な さ れ た コ ミュ ー・ソの 回復 の 時期 で あ る。 第0期 の す べ

て と第 二 期 の ほ とん どの 最 も重 要 な同 時 代 史 料 は 、既 述 した よ うに 、 ギ ベ ー ル ・ ド ・ノ ジ ャ ソ

のそ れ で あ る。G・ デ ュ ビ ィに よれ ば 、 ギ ベー ル が そ の 『回 想 録』 を書 い た の は彼 が60才 で あ っ

た1115年 で あ る39)。ラ ソの コ ミ ュー ソ運 動 に彼 自身 が半 ば 当 事 者 で あ っ た こ と と、 更 に 、 当 時

修 道 院 長 で あ り、 従 っ て 、保 守 的 な 教 会 人 と して35)の彼 の 立場 は くず れ な い と して も、 客観 度

もか な りあ って 、 中世 都 市 史 料 と して一 級 の文 献 で あ る とい って 良 い。 筆 者 も前 述 した よ うに 、

第 一 期 と第 二期 に つ い て は 、 ギ ベ ー ル の史 料 を 中心 と した い 。

(1)1111年 頃 に お け る最 初 の コ ミュ ー ン の成 立

先 ず 、経 過 ・原 因 に つ い て ふれ た い。 これ らの 問題 に つ い て 、 司 教 ゴー ドリの 失政 か らは じ

め る。 ゴー ド リは 、 ラ ソの 司 教 座 の2年 間 の空 白の後 、1106年 に 選 出 され 、 実 質 的 に 言 って 新

司教 と して 就任 す る。 彼 は 、 も と イ ギ リス 国王 ヘ ソ リー1世 の 官 房長 で あ り、 選 出 後 副 助 祭 に

して も らい 、 ル ー ア ソ教 会 の 司 教 座 聖 堂 参 事 会 員 と して認 め て も らお うとす る。 これ は 司 教 位

に就 きそ の職 務 を実 行 して い くた め の急 ご し らえ の条 件 づ く りで あ った と思 う。 そ して 、 ゴー

ドリは や っ との こ とで教 皇 に も司教 聖 別 の許 可 を得 る。 そ の際 、彼 は、 教皇 に対 して で は なか っ

た と思 うが 、 教 皇 の ご く側 近 に聖 職 売 買 を した よ うで あ る。 ギ ベ ー ル の この 司 教 に対 す る人 物

評 価 で あ るが 、 ゴー ド リは 金持 ち で は あ るけれ ど も、 当時 まで は全 くの俗 生 活 しか送 って い ず 、

戦 争 と鷹 狩 りの話 に しか 興 味 を も た な い と言 い切 って い る36)。

次 に 、 司 教 ゴ ー ドリの大 きな 失 政 の も とに な った ジ ェ ラ ー ル ・ ド ・キ エ ル ジー・Gerardde

Quierzyの 暗 殺 に つ い て述 べ る。 ジ ェ ラー・ル は 、 前 史 で も述 べ た ラ ソ の サ ソ ・ジ ャ ソ女 子 修

道 院 の 守 護avoueで あ り、 ノ ジ ャ ソ の北 方 で近 くに あ っ たバ リ ジ ・ゾ ・ボ ア修 道 院 の 守護 で

もあ った 。 彼 は 、 活 動 的 な人 物 で、 と て も快 活 な 弁 舌 と精 神 を も ち、 武 勲 に もす ぐれ 、 ラ ソ地

方 で は 無 論 の こ と ソ ア ソソや ノア イ』ヨ ソの 諸地 方 で 恐 れ られ て もい た が 、 尊 敬 も され て い た 。

しか しな が ら、 評 判 の よ い人 物 に は決 して しな か った の で あ るが 、 彼 は これ ぞ と思 った 人 物 に

は 辛辣 に 口 ぎた な くの の しる癖 が あ っ た。 と こ ろで 、 ポル シ ァソ伯 の 娘 で シ ビー ユ ・ ド ・ポル

シ ァ ソSibylledePorcienと い う人 物 がい た が 、 ギ ベ ール に 言 わ せれ ば 、 性行 不 良 で 、 ロ レー一

ヌ生 ま れ の ナ ミュー ル 伯 ゴ ドフ ロア と結婚 した が 、 前 述 の ア ミア ソ伯 ア ソ ゲ ラソ の誘 惑 に負 け

後 者 と再 婚 す る。 この た め に 、 凄 ま じい 戦争 が勃 発 した の は上 述 の 通 りで あ る。 ジェ ラー ル は 、
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このシビーユを非難 してはばからなかったが、そのことによってアミアソ伯とも仲たがいになっ

た。彼は独身のとき、この女性を恋人としていたが、他の女性と結婚後その縁を切った。 しか

し、シビーユとジェラールの妻との女同志のののしり合いへと話は展開していき、捨て られた

シビーユは激怒 して、ついにジェラールを殺 してしまお うと決意す る。その機会は、司教 ゴー

ドリとその一派による犯行 という具合いに転 じて進んで行 く。何故なら、ジェラールは司教に

対 しても非難 しており、司教はがまんな らない程になっていたか らである。

司教 ゴー ドリとその一派の副司教達 と有力貴族は、ジェラール暗殺をくわだてる。この同盟

には幾人かの富裕な女性 もふ くまれていた。その企てがひとまず落着す ると、司教は、アリバ

イを作るためにローマへと旅立つ。それは、1110年11月 初めの数 日目である。、1111年1月13日

早朝、ジェラールは司教座聖堂内で惨殺される。 この くだ りは、ギベールによって、あたか も

文学作品であるかのように描写 されている37)が、紙数の都合もあって割愛する。サソ・身ヤソ

の市民burgenses等 をつれてイボYvoと いう名の国王役人は、貴族を主 とすると思われる

が荷担者の一部を家屋破壊 ・追放に早速処 しお)、教会 も荷担者すべてを破門にす る。教皇は、

この事件を重大だと考えたが、司教は彼にへつらいの贈物を呈することによって事件に自分が

関わらなかったこととしてもらい、いつになくうきうきとしてローマをあとに した。帰任の司

教は国王の命 もあってラソに入市できずアミアソ伯とあのシビーユがいるクーシイCoucyで

歓待 される。司教は国王 も買収 して入市後、サソ ・ニ コラ ・ゾ ・ボアSaint-Nicolas-aux-

Boisで 野外祈薦集会を開 く。その場所で、司教は荷担者の破門を認めず逆に暗殺の結束を乱 し

た者達を破門と宣告 し、ラソ市民 と司教区民の怒 りは爆発寸前 となる39)。ここにいたって、 コ

ミューソの設立がもはや必然化す ると言ってよいのだが、その前に当時のラソ市をおおってい

たアナーキーな状態について考えてみなければならない。

ギベールは次のように言 う。即ち、 「古 くから、ラソ市では、………それぞれの人間の実力

と欲望に従 うままで、公権力が略奪 と殺人に巻こまれていた。」 この言及について、司教 ゴー

ドリ期のジェラール暗殺事件が最 もよい例であるが、前代司教の失政、特にアソゲラソ期につ

いても若干考えてみる要があろう。その他のアナーキー状態の具体例をギベールに即 して、4

点ばか りを簡単に挙げたい。

先ず、有力者primoresは その手下を使 って公然 と窃盗や強盗で さえ働いている。夜の治

安は特に悪い。次に、国王といえどもラソ市に来れば、馬等の自分の所有物の保護に用心 しな

ければならない。三つ目に、本来保護 されて しかるべき聖職者さえもその従属民 ・財産 を保護

されていない。最後に、民衆plebes内 部にもアナーキー状態がある。農民は最上の保証つき

通行券がなければ当市に近づ くこともできず、入市すれば投獄 ・身代金要求 ・不法訴訟 に引き

こまれる。ギベールは、前述 した土曜市での、商人である市民の農民に対す る不正の一例を具

体的に書いている。このように、 ラソ市では、司教の失政のほか暴力 ・不法 ・恣意的な裁判権

の行使が横行 している。従って、市民の生活は甚だ不安定であ り、聖職者 ・貴族にとっても、

一面として市民らから租税を確実にとることもままならないといった経済的側面 もあって、こ

のような状況は脅威 となっている。そこで、支配者達 も、市民もこのような無政府状態を脱す

るには、コミューソによって しかもはや不可能で、当市の平和をとりもどす ことは出来ないと

悟 らされた。ギベール自体 もそ うであった40)。次に、第0段 階の経過の最後として、 コミュー

ソ結成の認可について簡単に述べておきたい。

1111年 頃91)、副司教達 ら聖職者 と貴族は、上述 したようなアナーキー状態を無論経済的側面

もふ くめて考慮 し、市民populoに コ ミュー ソ結成 の認可communionisfaciendae

licentiamを 売 り渡そうとする。司教 ゴー ドリは渡英中であった。市民はこれに応 じて巨額の
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金 を与 え、 聖 職者 ・貴 族 は コ ミ ュー ソの維 持 を 誓 約 す る。 ギベ ー ル は 言 う。 「この よ うに して 、

聖職 者 、貴 族 、市 民 の 間 で相 互 扶助 の 誓 約 団体 が 設 立 さ れ た。 」factaitaqueinterclerum,

proceresetpopulummutuiadjutoriiconjuratione姐).

ラ ソに お け る成 立 期 の コ ミュー ソの 第 一 段 階 の終 り と して 、 そ の 目的 に つ い て考 え た い。 こ

れ ま で み て きた そ の経 過 か ら も理 解 され る よ うに、 そ の 目的 は ラ ソ市 の ア ナ ー キ ー状 態 の 防 止

を め ざす もの で あ っ た 。 そ うい った 平 和 を 回復 す るた め に 聖 職 者 、 貴 族 、市 民 の 間 の協 定 とい

う形 態 を と った 。 更 に 、 そ の 具 体 的 で 重 要 な一 側 面 と して 、 ギ ベ ー ル の以 下 の有 名 な コ ミュー'

ソの定 義 を考 え て み る要 が あ る。 しか し、 こ の定 義 は 、後 述 す る反 乱 コ ミ ュー ソ運 動 との 関 係

も考慮 に 入 れ な け れ ば な らな い と思 う。 ギ ベ ー ル の定 義 の 大 意 を述 べ る。 「コ ミ ュー ソ とは 新

し くて邪 悪 な 名 で あ る。 す な わ ち、 す べて の人 頭 税 民 が領 主 に対 す る従 来 か らの隷 属 的 賦課 租

を年 一 度 の一 括 払 い です まそ うとす る もので あ り、 た とえ誰 かが 法 に違 反 した と して も法 に よ っ

て定 め られ た 罰 金 を 払 え ば よ く、 隷 属 民 に従 来 通 り課 せ られ るそ の他 のす べ て の課 税 は 完 全 に

廃 止 され る43)。」

第 一段 階 は これ で 終 りに し、 次 に移 りた い。

(2)コ ミ ュー ンの 反 乱

第 二期 の主 に1112年 以 後 の 反 乱 コ ミュ ー一ソ運 動 に つ い て 論 述 した い。

先 ず 、 司教 ゴー ドリに よる一 時 的 な コ ミュー ソ承 認 に つ いて で あ る。 司教 は 帰 国後 、 コ ミュー

ソ設 立 に 激怒 して い た が 、 つ い に 巨額 の金 銭 で 許 可 した 。 そ の 際 、 ノア イ ヨ ソ市 とサ ソ ・カ ソ

タ ソ市NoviomagensemurbemetSanctiQuintinenseoPPidumの 両 特 許 状 に な ら って コ

ミュー ソ を維持 す る と司 教 は 誓 約 した。 国 王 も買収 され て これ を確 認 した。

しか しな が ら、 司 教 は い や いや な が ら維 持 の誓 い を して い た ので あ り、程 な く彼 は コ ミュー

ソ を破 棄 しに か か る。 当 初 は な し くず しの破 棄 で あ り、 司 教 は コ ミ ュー ソ誓 約 の違 反 とい う言

動 を と った と考 えて よい と思 う。 特 許 状 も現 存 して な い の で 、 具 体 的 に は不 明 だ が 、 第 一 期 の

成 立 過 程 か ち ほ ぼ 考 え られ る次 の三 つ の誓 約 の違 反 と思 わ れ る例 を挙 げ て お きた い。 先 ず 、 司

教 は 、 コ ミュー ソ市 民 を しぼ れ る だ け の収 賄 に よ って 恣 意 的 に裁 判 した こ と、 次 に 、 古 くか ら

貨 幣 鋳 造 所 が あ り、 鋳 貨 改 悪 が行 われ た こと は前 述 した が 、 鋳 貨 を 改悪 して都 市 経 済 を 混 乱 さ

せ た が 、 司 教 は これ に よ って 充 分 利 益 を得 た。 そ の上 、 改 悪 通 貨 を非 難 した市 民 に あ らゆ る種

類 の 重 い罰 金 を課 した こ と、 最 後 に、 司教 領 の 村 役 人decanusrusticorumを 恣 意 的 で残 虐

な体 罰 に処 し、 コ ミュー ソ市 民 の反 感 を高 め た。 そ して 、 今 度 は、 司教 は コ ミ ュー ソの 公 然 た

る破 壊 行 為 に 出 る。1112年4月18日 、 洗 足 木 曜 日に 、 司 教 は 国 王 と配 下 の す べ て の人 々suum

universumpopulumに コ ミ ュ ー ソ誓 約 を 破 棄 す る こ と を 指 示 す る 。 更 に 、 誓 約 団 体

conjuratioの 破 壊 後 、 当市 の 法 を 以 前 の状 態 に戻 す べ く国 王 に要 請 した 。 この機iを懸 念 した 市

民burgensesは 国 王 に400リ ー ブル か そ れ 以 上 を渡 す こ とで 未 然 に 防 こ うと し、0方 司教 一

派 は 国王 に700リ ー一ブ ル を渡 す こ とに して 、 互 い に 賄 賂 合 戦 を す る。 国 王 ル イ6世 は 、単 純 に

高 額 な 後 者 に 買 収 さ れ て コ ミ ュ ー ソ維 持 の 誓 約 、 即 ち 、 司 教 と貴 族 達 の そ れomnia

sacramentasua,scilicetepiscopiacprocerumを 無 効 と し、 市 民 は 衝 撃 を 受 け 、 混 乱 が 生

じた 。 国 王 は ラ ソ市 に お い て好 き勝 手 に ど こに で も泊 る権 利 を持 って い た に もか か わ らず 、 こ

の夜 だ け は恐 れ を な し司教 館 に泊 り翌 朝 早 くこ っそ りと ラ ソ市 を去 った44)。

い よい よ、 コ ミュー ソの反 乱 へ と事 件 は進 ん で行 く。1112年4月19日 、聖 金 曜 日に 、 コ ミュ ー

ソ盟 約破 棄後 の市 民 の抗 議 行 動 が み られ 、 これ は反 乱 の準 備 と も とれ な い こ と も な い。 即 ち、

手工 業 者 の す べ てomnesofficialesは そ の仕 事 を放 棄 し、 な め し革 屋 達cerdonesや 靴 屋 達

sutoresは 店 を 閉 め 、 居 酒 屋 の主 人達pandocesや 小 売 商 人 達cauponesは 商 品 を何 も陳 列
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しないとい う有様であった。 これらの商人、手工業者はコミューソ創設のために金銭を提供し

ているのであるか ら、最初のコミューソの構成員の一翼をになったことはほぼ間違いな く、司

教 と貴族によってその同じ額をその破棄のためにも要求されている。このようなことは、司教

を中心 とす る支配者の市民達に対するあまりにも破廉恥な行為であった。

翌4月20日 、聖土曜日に、司教と貴族は下層民の財産inferiorumsubstantiasを 奪取する

ことに専念 していた。復活祭を明日にひかえて、司教らはその職務を全 うしなければならない

という時においてである。ギベールは言 う。 「しか し、これらの下層民の方ではもはやただの

怒 りではな く、野獣のような激怒につき動かされた45)」、と。これ らの市民はついに司教 と同調

者を殺害す ることを相互に誓約するにいたる。40人 が誓約に参加 したと言われる。

次の日の4月21日 は、復活祭 日であり、司教は、伴の者達に外套の下に短剣を持ってくるよ

うに命 じて、練 り歩きprocessioに 出た。中世の祝 日の教会行事は、練 り歩 きには じまり、

練 り歩 きで終わるといわれるが、ラソのこの場合においてもその最中に行列の乱れが生 じ、コ

ミューソ蜂起には絶好の機会がやってきた。 しかしながら、その蜂起は寸前で制止 された。ギ

ベールは、その制止の理由を次の様に述べる。即ち、 「なぜならその 日は祝 日であったので、

制止は容易であった」Quod,quiafestumerat,facilerepressumest.復 活祭 日などの聖

なる時間には暴力をふるってはならないという教会側からする社会的慣習の定礎がここでもみ

られ、いわゆる 「神の平和」運動でそのような慣習は更に増幅されるが、ラソの支配者側は、

良俗、即ち、四旬節中の誓約による平和遵守に対 して何の配慮 もしなかったのに対 して、 ここ

ではそ うい った習慣を民衆は誠実 に守 ったのである。 この機に及んで、司教 は、司教領

episcopalibusvillisか ら多数の農民rusticorumを 召集 し、身辺の警戒体制を固める。 もっ

とも、召集された農民達 も司教が国王に約束 していた札束を自分 らから吸いあげられると知 り

いやいやながらであったのであるが。

復活祭の翌日には、聖職者達がサソ・ヴァソサ ソ修道院に会するのがならわ しである。この

4月22日 は、反乱軍は蜂起をおこそうと考えていた◎彼 らは貴族達がみな司教と共にいること

を目撃 しなかったならば、反乱をおこしていたであろうと思 う。反乱者達は、ギベールの年若

いいとこである少女と結婚 したばかりの貴族のひとりを見つけたが、あえて彼を攻撃 しようと

はしなかった。何故なら、そのことで他の者達により一層の警戒体制をとらせることを恐れた

からである。このようにして、反乱者達はその決行を見合わせたのであり、彼らは偶発的に行

動をおこしたのではなく、とても慎重に事を運ぼ うとしたことがよく理解できる。翌日4月23

日に、司教は、もう大丈夫だろうと警戒体制をといた。翌4月24日 には、 これは反乱が起きる

前 日なのであるが、ギベールが司教を訪問 した。彼は司教に忠告 したが、司教は耳をかそ うと

はしないで、彼の内面はわか らないが、外見では強気で頑固さをくずそうとは決 して しなかっ

た46)。

翌4月25日 、 「コミュー ソ!」Communiamの 叫び声 と共に反乱 がお きる。市民達

burgensesは 最大の軍勢でcummaximoagmine、 司教館を襲撃 した。反乱軍はさまざまな

物を武器 として戦ったのであるが、これに対 して司教や、 こういう時になれば駆け付けること

を誓っていた貴族達は抗戦 した。司教はかっての戦士としての心意気をみせていたが、抗戦す

ることが不可能となって、家僕の服をきて、教会の倉庫の樽の内に身を隠 した。彼はもうこれ

で安全だろうと安直に考えた。 しかし、司教のことを 「極悪犯よ出てこい」と叫びながらコミュー

ソ反乱軍は方々を探 しまわっていたが、一人の使用人の裏切 りで、彼 らは、司教の隠れ場所を

知 った。そして、反乱軍は、司教の許 しを乞 うのをかた くなな心で ものともせず、彼を惨殺し

た。反乱軍の指導者はサソ ・ヴァソサソ修道院の隷属民で前述 したアミアソ伯アソゲラソ・ド・
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ボ ブ ス の 下 級 役 人praepositusで あ る テ ィ エ ゴ ーThiegaudで あ った47)。と こ ろ で 、反 乱 参

加 者 の構 成 ・目的 な ど48)につ いて で あ るが 、 ギ ベ ール は直 接 的 な 叙 述 を して い な い。 従 って 、

ま ず 、 司教 ゴー ド リの コ ミュー ソ破 棄 か ら反 乱 時 に い た る ま で の経 過 か ら引 き出 す 要 が あ ろ う

し、 つ い で 、第 一 期 の コ ミュー・ソ成 立 の 経 過 、 又 前 述 した ギ ベ ー ル の コ ミュー ソの 定 義 も併 せ

て考 え て み る要 が あ る と思 う。

コ ミ ュー ソが反 乱 を起 した 同 じ日に 、 反 乱 軍 に攻 撃 を受 け た 高位 聖職 者 や 貴 族 とそ の妻 子 は

逃亡 す る。 郊 外 区 に 落 ちの び るた め に 通 ら な け れ ば な らな い 各 門 を反 乱 軍 に 見 張 られ た特 に妻

子 は どの よ うに して 脱 出 した の だ ろ うか 。 高 い シ テ の 囲壁 を ど うに か して 乗 り越 え た の だ ろ う

か 、 と もか く女 性 は 男 装 に 身 をか えて 子 供 を と もな い 、 ラ ソの 丘 陵 地 の 中 腹 に あ る有 名 な ブ ド

ウ畑 を通 りす ぎて 、 サ ソ ・ヴ ァソ サ ソ修 道 院 に逃 れ た49)。 しか しな が ら、 反 乱 市 民civesは 、

国 王 の裁 きregiumjudiciumを 恐 れ はLめ 、 マ ル ルMarle城 主 の トマ50)Thomasに 支 援

を求 め た 。 早 速 、 トマ は 家 臣 団 と相 談 した結 果 、 国 王 の 攻 撃 に 対 して 都 市 防 衛 が不 可 能 とみ な

して 、 自己 の 領 地 で 反 乱 市 民 の保 護 を約 束 した。 市 民 は 大 層 驚 い た が 、 これ に従 っ た。 ラ ソ市

は一 部 の 者 達 を除 い て 、 住 む 人 とて な い都 市 に な り、 貴族 の 復 讐 と略 奪 が は じま る。 近 隣 の民

衆 も とて もす ば や く噂 を聞 き及 んで 、 ラ ソ市 に や って 来 て 逃 亡 者 達 の 家 屋 の 内部 の物 な どを略

奪 す る51)。国 王 ル イ6世 は、 諸 侯 や イ ギ リス 国 王 との 戦 い な どで 忙 殺 さ れ52)、ラ ソ市 と そ の 周

辺 の この よ うな事 態 を放 置 した ま ま で あ っ た。

と か くす る うち に 、 支 配 者 側 が 元 気 を 取 り戻 し、1113年 、 バ ル テ ル ミ ィ ・ ド ・ジ ュ ー ル

BarthelemydeJurが 新 司 教 に就 任 後 、 反 乱 コ ミ ュー ソ の弾 圧 は 本 格 化 す る。1114年 、 四 旬

節 の間 に反 乱 の指 導 者 テ ィエ ゴー を捕 え て処 刑 した 。 テ ィエ ゴー は、 自分 は神 の栄 光 を 充 分 に

受 けて い る と豪 語 し、 雄 々 し く死 んで い った53)。同 年 、8月29日 、 ラ ソ ス大 司 教 ラ ウル は 、 反

乱 時 に焼 け て しま っ た ラ ソ司教 座 聖 堂 の再 建 式 に や って 来 た。 彼 は、 「コ ミ ュー ソは 神 聖 な法

に反 して隷 属 民serviが そ の 領 主 の権 限 か ら暴 力 に よ っ て 逃 れ よ う とす る呪 うべ き もの 」 と

非 難 し、 次 い で 、大 司教 は 「ペ テ ロの 第 一の 手 紙 」 を用 い て、 以 下 の よ うな説 教 を行 った 。 即

ち 、 「僕 た る者 よ、全 くの畏 怖 の 念 を も って 汝 の 主 人 に従 が え 、善 良 で寛 容 な 人 々 に 対 して の

み な らず 、 片 意 地 な 人 々 に 対 して もそ うす べ き で あ る」Servisubditiestoteinomni

timoredominis,etnontantumbonisetmodestissedetdiscolis騒)。

翌 年 の1115年 に な る と、 ル イ6世 は 、 ラ ソ地 方 にや って 来 て 、破 門 され て い た トマ ・ ド ・マ

ル ル を帰 順 させ 、 トマ に従 って い た反 乱 市 民 を 処 刑 す る。 この よ うに して 、 ラ ソ市 の コ ミュ ー

ソの反 乱 に 決 定 的 な終 止 符 を打 っ た。1119年 に は 、 教 皇 カ リクス トゥスCalixtus2世 が、 ラ

ソを訪 問 し、1124年 に な る と、 フ ラ ソ ス国 王 軍 の軍 役 に ラ ソは服 して さ えい る。

(3)コ ミ ュー ンの 回 復

反乱 コ ミュー ソ運 動 は 、 一 旦 弾 圧 され た が 、 そ の市 民 達 は 、 カ ソ ブ レー の 人 々 と全 く同様 に

二 の 腕 を 切 り落 と させ は しな か った55)。1128年8月26日 に 、 ラ ソ の人 々 は 、 国 王 ル イ6世 か ら

特 許 状 を 受 け 、 コ ミュー ソは 回 復 した 。 即 ち、 成 立 期 の ラ ソに お け る コ ミュ ー ソ運 動 の第 三 期

に あた るが 、 どん な 内容 の 特 許 状 だ っ た の か を紹 介 し、 今 回 の 拙 稿 の しめ く く りと した い。

ル イ6世 が 与 えた 特 許 状 は、 使 用 した ラテ ソ語 版 と仏 語 訳 版 に よれ ば 、 序 言 と本 文23ケ 条 そ

して 末 尾 の 文 で な りた って い る が、 序 言 か ら終 りまで 順 番 に紙 数 の都 合 も あ って 全 文 を掲 載 す

る こ とは 出 来 な い が、 筆 者 に よ る若 干 の コ メ ソ トを 付 して 考 えて い く。

ま ず 、 序 言 で あ る が 最 も重 要 な こ とは56)、 コ ミュ ー ソが 「平 和 の 制 度 」InstitutioPacis

と称 され て い る こ とで あ る。 「平 和 」 は時 に コ ミュー ソと 同 意語 で あ っ た57)。以 下 、 序 言 の 内

容 を記 す 。 「不 可 視 の聖 な る三 位 一 体 の名 に お い て 、 アー メ ソ。 神 の御 加 護 に よ って 、 フ ラ ソ
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ス国王にしてルイである余は現在及び未来の忠僕のすべてに次のことを知 らせんことを欲す。

即 ち、余 は余 の貴族proceresと ラソ市民civesの 同意 と助言assensuetconsilio

で当市のためにこのく平和の制度〉を設立 した。アル ドソからヴルーユの森まで行 きわたると

ころのことを知るべきである。それ故、ルイ リーの村は、すべてのブ ドウ畑とその領域を包含

する丘と共にこれ らの境界内に含 まれる。」 次に恣意的な裁判を禁止 していると思われる第1

条か らはじめる。 「1.誰 も裁判の役人justicia以 外にいかなる大罪を犯 した自由民あるい

は隷属民であっても彼 らを捕えることは出来ない。……」この上記の役人は、国王役人であっ

たと考えられ、国王の裁判権、特に上級裁判権の確立を狙 っているように思われる。 しかし、

0面 ではラソ市のこれまでの動向からみて、恣意的な裁判を禁止 している条項でもあると思う。

更に、コミューソ裁判の保証を謳った第2条 についである。 「2.誰 かが在地のあるいは外来の聖職者

clericus・騎士miles・ 商人mercatorに 何 らかの方法で罪injuriaを 犯 した場合、もしその

違反者が当市に属する者であれば、彼は召換後遅 くとも4日 以内に市長 とユラティmajoret

juratiの 面前に出頭 しなければな らない。…… もし彼が賠償金を払 うことを欲 しなかったな

らば、……彼の家族集団をなすすべての人々と共に、彼は当市から追放されなければならない。

そして、誠実な償いとして賠償金を彼が払いおおせる時まで彼がもどって来ることは許される

べきでない。もし、彼が、当市の内部に家屋やあるいはブ ドウ畑を所有 しているならば、市長

とユラテ ィは、 この悪人の裁判を……要求する。……」 この条項で述べられている罪injuria

は侮辱や暴行といった軽い罪を意味すると考えられ、コミューソ側はこれに甘んじているが、

ともか くこのような内容であっても、コミューソ裁判はは じめて保証されることになった。

コミューソの主要な刑罰として追放があるが、その追放者の処置について、第3条 は以下の

ように決められている。即 ち、 「3.も し誰かが無知 によって当市から追放 された悪人を、

〈平和の制度〉の限界の内部infraterminosPacisinstituteに 導いたな らば、そ して、も

し彼が誓約によって彼の無知の証 しをたてることが出来 るなら、彼はこのたびだけは自分でそ

の悪人を追いかえさなければならない。 この逆の場合では、その悪人は、誠実な賠償をするま

で引きとめられなければならない。」 第4条 は、どちらかといえば軽い違反 に対 して次のよう

に定める。即ち、 「4.… …身分による法律上の過料の違いによって、彼が罪を犯 した人に対

して罰金を払 わなければならない し、そ して、市長 とユラティのかたわらでく平和>Pacis

を侵害 したために賠償 しなければならない。……〈平和〉の境界内においてintraterminos

Pacis… …傷をつけられた人が彼に復讐す ることを求めるのはその時以来禁止されるべきであ

る。……」 次いで、第5条 。 「5.も し誰かが他の人に対するひどい憎悪を持つならば、他

の人が当市から出て行 く時に、彼がその人を追撃す ること、あるいは、他の人が外に行った時、

彼を待伏せすることは禁止 されなければな らない。……追撃あるいは待伏せがあったとい う

く平和〉の人々hominesPacisの 法的証拠 に関 して証明 しえた時、〈平和〉の境界の外部で

extraterminosPacis彼 が他の人を殴打 したりあるいは傷つけたならば、彼は誓約によって

この非難について無罪の証 しを立てなければならない。……。」

第9条 では人頭税の軽減が謳われている。「9.余 は以下のことも又定める。即ち、人頭税民

hominescapitecensiは その領主に対す る彼 らの人頭税だけを支払えばよい。たとえ彼 らが定

められた機会にそれを支払 わなかったとしても現行の法に もとついてその罰金を払えばよく、

又彼らからの自発的な贈与でなければ、彼 らの領主の諸要求に満足を与える義務はない。……」

この条項では、罰金でさえ法定されているのだから、それと同様に、人頭税 も固定することに

よって軽減 されていると考えてよかろうと思 う。そ して、もっと高 く評価できることは、人頭

税民からの自発的な贈与でない領主の諸要求のひとつには恣意的な課税がふ くまれるであろう
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し、 人 頭 税 の 固 定 に よ る軽 減 と考 え あ わ せ る と、 こ の 条 項 は 大 き く言 って 、 恣 意 的 な課 税

exactioを 禁 止 して い る条 項 で も あ る と言 って よ か ろ う と思 う。

第12条 で は 、 「12.余 は 死 亡 税 を完 全 に禁 止 す る」 と な って い る。 第14条 は 、 この コ ミ ュー

ソへ の加 入 条 件 に0定 の 制 約 を 与 えて い る。 即 ち、 「14.更 に、 諸 教 会 あ るい は 当市 の騎 士 達

の人 頭 税 民 を な す い か な る外 来 者 とい え ど も、 そ の 主 人 の 許 可 な しに 、 こ の く平 和 の 制 度>

Pacisinstitucioの うち へ 受 け 入 れ て は な ら な い … …」 第15条 も、 ま た、 加 入 の一 般 的 条 件

に つ い て で あ る。 即 ち、 「15.こ の く平 和>Paceの うち に認 め られ るで あ ろ う と ころ の者 は

誰 も、1年 の うち に 、家 屋 を たて させ ね ば な らず 、あ る い は ブ ドウ畑 を か わ ね ば な らず 、 ま た、

も し苦 情 が彼 に対 して もた ら され る よ うな らば 、 人 々が 彼 を裁 判 す る こ とが 出 来 るた め に 、彼

の動 産 の充 分 な部 分 を都 市 に も って 来 な け れ ば な ら ない 。 」

第17条 で は 》城 主 と コ ミュー ソ市 民 の 関係 に つ い て 、 い わ ば市 民 の方 に有 利 に成 文 法 化 され

て い る。 即 ち 、 「17.城 主 が 、 当 市 に所 有 して い る こ と を主 張 す る諸 慣 習 に 関 して は 、 も し彼

が 司教 の 法廷 で 彼 の祖 先達 が 合 法 的 に長 い 間 そ れ ら を所 有 して い た こ とを示 す こ とが 出来 た な

らば 、彼 は そ れ らを 自由 に保 持 す べ き で あ る。 … … 」 次 に、 第18条 で は ター ユ に つ い て定 め

て い る。 「18.余 は 、 次 の や り方 で 慣 習 的 な ター ユ を調 整 した。 即 ち 、 ター ユ に従 って い るめ

い め い の者 は 、 これ らの ター ユ が支 払 わ れ るべ きお のお の の支 払 期 日に 、4ド ゥニ エ を支 払 わ

ね ば な らな い。 … … 〈 平和 〉の 領 域 の 外 にextraterminosPacis土 地 を彼 が持 っ て い る場 合

だ け は別 と して 、彼 は 他 の い か な る タ ー ユ も支 払 わ ない 。 」

この 特許 状 の 最後 の 方 で 、 国 王 は 自己 の権 益 を述 べ る こ と も忘 れ な い。 第22条 は 以下 の通 り

で あ る。 即 ち、 「22.恩 恵 、 即 ち、 余 の 国 王 と して の寛 大 さの結 果 に よ って 、 上述 の住 民 達 に

余 が 許 した 恩 恵 と 他 の も の の 返 礼 と し て 、 こ の 同 じ く 平 和 〉 の 人 々Pacishomines

は 、 も し余 が 彼 らの都 市 内 に来 る な らば 、 一 年 に三 度 、 彼 らは余 に宿 所 を 準備 す る とい う こ と

を 余 に同 意 した。 も し余 が 来 な い な らば 、 彼 らは 余 に代 償 と して20リ ブ ラlibrasを 支 払 うで

あ ろ う。 」

末 尾 の 文 は 、 次 の よ う に な っ て い る 。 即 ち 、 「そ れ 故 に 、 こ の く 平 和 の 制 度>Pacis

institutioが 、 永 遠 に堅 固 で 、 ゆ る が な い ま まで あ る よ うに 、 余 は そ れ を強 化 す る こ とを命 じ

た 。 国 王 ル イ の 署 名 、 余 の息 子 フ ィ リ ップ の 署 名 等 等 。 主 の降 臨 か ら、 国 王 ル イ と して の20年

目の1128年 に な され た 。 大 法 官 シ モ ソの手 に よ って 、 コソ ピエ ー ニ ュで与 え られ た。」58)・

1128年 の 回 復 され た コ ミュ ー・ソが 、 「平 和 の 制 度 」 と呼 ば れ て い るの は 特 筆 に値 す る。 特 許

状 の うち に も、 「平 和 」 、 「平 和 の 人 々 」 、 「平 和 の領 域 」 な ど とい った用 語 が か な り使 わ れ

て い る。 そ して 、 以 前 、 以 後 を 問 わ ず 、 成 立 した他 の コ ミ ュー ソ都 市 に お い て も主 な 目的 で あ

った 内 容 が この 特 許 状 の うち に盛 り込 まれ た 。 特 に 、第1条 、 第2条 、 第9条 、 第12条 あ た り

は、 そ うで あ る。 こ の特 許 状 は他 の 興 味 あ る示 唆 を もふ くん で い る。 この コ ミュー ソは 、最 初

に成 立 した コ ミュ ー ソに お け る よ うに 聖 職 者 、 貴 族 そ して 司教 の誓 約 に よ って もは や 保証 され

ない。 こ こで は、君 主 の み が関 わ り、そ の名 にお い てそ の認 可 の主 導 権 を宣 言 し、唯0の 保証 人 とな

る59)。も っ と も、 こ の よ うな 事 実 が鮮 明 に な る の は フ ィ リ ップ ・オ ー ギ ュス トの 統 治 の 時代 に

お い てで あ るが。

これ で 、 ラ ソの コ ミ ュー ソ前 史 、 コ ミュ ー ソ史 の 考察 を 終 え るが 、 この 際 、 ひ とつ の こ とだ

け特 記 して お きた い。 そ れ は 、 ラ ソだ け に は 限定 され な い の で あ る が、 特 に ラ ソで は そ の都 市

コ ミ ュー ソ運 動 が起 点 とな り周 辺 の 農 村 コ ミ ュー ソの形 成 へ と拡 大 して い っ た ことで あ る。 こ

の村 落 連 合 コ ミ ュー ソの 成 立 に 、 一 部 で は 、 ラ ソ市 の1128年 の 「平 和 の制 度 」 が強 い影 響 を及

ぼ した。 以後 、 農村 コ ミュー ソ運 動 は激 動 の時 代 を む か えて 行 くが 、都 市 コ ミ ュー ソ運 動 だけ
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に目をむけて、このような農村部への拡大 を見落 してはならないと思 う。 《未完、当初、

(上)(下)で 終えるはずであったが、掲載分量が大幅にふえたため三分割 し、今回を(中)

とした。次回は(下 一1)と してアミアソとヴァラソシエソヌの個別都市の成立状況を考えた

い。更に、最終回は(下 一2)と して都市 コミュー ソ運動の展開と既存の諸権力との関係を検

討する予定である。なお、(上)は 『奈良大学紀要』第17号 、1989年 に掲載されている。》
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